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「第九次下関市いきいきシルバープラン（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）」（以下「第九

次計画」という。）においては、「人と人とが支え合う誰もが健やかで笑顔があふれるまち」を目

指し、第八次計画までの取組を踏まえ、市民、地域、関係機関・団体、事業者等がつながり、支え

合い、協働による取組により、高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもち、安心して暮らし続け

ることができるまち「しものせき」を目指します。 

１．計画の目的   

計画の策定にあたって 

 

 老人福祉法に規定する市町村老人福祉計画と介護保険法に規定する市町村介護保険事業

計画を一体的に策定しています。 

 「第４期下関市地域福祉計画」（令和５年（2023年）３月策定）を上位計画とする、高齢者福

祉分野を総括する個別計画です。 

 計画の期間は、令和6年度（2024年度）から令和8年度（2026年度）までの３年間です。 

２．計画の位置付けと期間   

 

 65歳以上人口は減少しま

すが、高齢化率は上昇し続

け、介護ニーズの高い85

歳以上の人口は今後増加

することが見込まれます。 

※令和５年（2023年）：住民基

本台帳人口（9月末） 

※令和６年（2024年）以降の推

計値：コーホート要因法により

推計 

 

 本市の要介護・要支援認定

者数は、今後増加すること

が見込まれます。 

※令和５年（2023年）：介護保

険事業状況報告月報（9月） 

※令和６年（2024年）以降の推計

値 ： 推 計 し た 人 口 、 令 和 ５ 年

（2023年）の認定率により推計 

３．高齢者数等の現状と推計   

高齢者人口・高齢化率の現状・推計 

要介護・要支援認定者数・認定率（第 1 号被保険者）の現状・推計 
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基本目標１ 地域共生社会の推進 
 

指標 現状 目標 

毎日の生活に満足している人の割合（Ａ） 
一般高齢者 78.0％ 85.0％ 
要支援1・2 64.8％ 75.0％ 
事業対象者 63.9％ 80.0％ 

高齢者が、住み慣れた地域で生きがいをもって安心
して生活を送っていると思う人の割合（Ｂ）※ 18歳以上 25.5％ 30.0％ 

 

基本目標２ 高齢者の生活を支える環境づくりの推進 
 

指標 現状 目標 
住まいの地域を「⾼齢になっても⾃宅での⽣活を安
心して継続できる」と評価している（思う）人の割合
（Ａ） 

一般高齢者 56.7％ 60.0％ 
要支援1・2 54.2％ 60.0％ 
事業対象者 58.5％ 60.0％ 

基本目標 3 介護予防・健康づくりの推進 

指標 現状 目標 
65歳以上の要介護2以上の認定率（Ｃ） 65歳以上 9.0％ 9.7％ 

生きがいがある人の割合（Ａ） 
一般高齢者 54.6％ 65.0％ 
要支援1・2 40.0％ 50.0％ 
事業対象者 43.1％ 55.0％ 

基本目標４ 介護保険サービスの提供体制の充実 
 

指標 現状 目標 

現在の生活を継続していくに当たって主な介護者が
不安に感じる介護等が「ない」と回答した⼈の割合
（Ｄ） 

要支援1・2 10.5％ 25.0％ 
要介護1・2 9.9％ 15.0％ 
要介護3〜5 6.3％ 15.0％ 

［成果指標の出典］ 
Ａ ･･･ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
Ｂ ･･･ 市⺠実感調査 （毎年度実施） 
Ｃ ･･･ 介護保険事業状況報告 （月報） 
Ｄ ･･･ 在宅介護実態調査 （3年毎に実施） 
※ ･･･ 第２次下関市総合計画後期基本計画 目標指標 

 

 

人と人とが支え合う 誰もが健やかで笑顔があふれるまち 

〜住み慣れた地域で生きがいをもち、 
安⼼して暮らし続けることができるまち「しものせき」〜 

本市の基本計画である「第２次下関市総合計画」の保健・医療・福祉分野の将来像であり、

「第４期下関市地域福祉計画」の基本理念である「人と人とが支え合う誰もが健やかで笑顔が

あふれるまち」を、第九次計画の基本理念とします。 

１．基本理念   

計画の基本的な考え方と成果指標 

２．基本目標と計画の成果指標   
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基本目標１．地域共生社会の推進   

 

 

 

 
 

（１） 地域包括ケアシステムの推進のための体制整備  

 複合的な課題に対応するため、庁内における分野横断的な連携とともに、関係機関・団体等

の連携体制の強化を図り、包括的な支援体制を整備します。 

 地域の課題解決に向けて地域ケア会議を推進するとともに、地域包括支援センターにおいて

属性や世代を問わない包括的な相談等を担うことが求められているため、障害分野や児童福

祉分野など他分野と連携を強化するとともに、対応するための体制を整備します。 

 在宅医療・介護連携の体制強化を進めるとともに、看取りや認知症の人への対応力強化、市

民の理解を促進するための取組を推進します。 

（２） 認知症施策の推進  

 認知症基本法に基づき、認知症の人を含めた市民一人ひとりがその個性と能力を十分に発

揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（＝共生社会）の

実現を推進します。 

 認知症サポーター＊の養成や地域で認知症に係るボランティア活動を行うオレンジボランティ

アの養成及び活動支援を行うとともに認知症に関する相談窓口である地域包括支援センタ

ー等の周知に努めます。（＊認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り支

援する） 

 認知症の人に対して、早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センタ

ー、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター等の連携

をさらに強化します。 

 家族等の介護者の負担を軽減するため、介護サービスや生活支援等を適切に利用できる体

制整備を行うとともに、認知症カフェ等を活用した取組を推進します。 

（３） 高齢者の権利擁護の推進  

 高齢者やその家族が必要な支援やサー

ビスを受けることができるよう、各種相

談事業の充実を図るとともに、成年後

見制度等の活用を促進します。 

 高齢者の尊厳が守られ、住み慣れた地

域で安心して暮らし続けることができ

るよう、見守り・支援体制の充実を図る

とともに、高齢者虐待を未然に防ぐ地 

域の環境づくりを推進します。 

 

 

計画の取組 

 

図 認知症に関して関心があること 

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 
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4 

 
基本目標２．高齢者の生活を支える環境づくりの推進   

 基本目標３．介護予防・健康づくりの推進   

 

 

（１） 在宅生活の支援の充実  

 さらに多くの地区に第２層の協議体を設置するとともに、生活支援コーディネーターと地域包

括支援センター等の関係機関との連携強化、地域の支え合いの活動を行う団体の支援等によ

り、生活支援体制のさらなる充実を図ります。 

 ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯等に対する生活支援、緊急時の対応等の事業を

行うとともに、元気な高齢者の活動を支援する取組を実施します。 

 家族介護者の負担を軽減し、支えていくための取組、介護離職を防止するための取組を推進

します。 

（２） 生活環境の整備  

 地域で見守る体制づくりや防犯体制を整備します。 

 住宅施策と連携を図り、高齢者に配慮した住まいや施設の普及を図るとともに、生活環境の

充実や入所相談等の居住関係施策を総合的に推進します。 

 地域と連携した防災対策や見守り体制とともに、感染症に配慮して生活や健康状態を維持し

ていくために様々な事業において継続できる体制を整備します。 

 

 

 

（１） 自立支援、介護予防・重度化防止、健康づくりの推進  

 介護予防・生活支援サービス事業について、不足しているサービス提供の充実を図るととも

に効果的なサービス提供を推進します。 

 市の介護予防事業の充実や周知とともに、地域での住民主体の活動や市民一人ひとりの行

動を促すための支援の充実を図ります。 

 介護支援専門員、リハビリテーション専門職及び介護保険サービス事業所との連携を図り、リ

ハビリテーションが必要な高齢者に対して適切なサービスを提供します。 

 高齢者への健康づくりの支援を行うとともに、青年期、壮年期からの生活習慣の改善を重視

した健康づくりを推進します。 

 高齢者の健康管理を支援できるよう関係機関との体制整備を進め、疾病予防・重症化予防に

係る保健事業と運動、口腔、栄養等のフレイル対策を含む介護予防事業を一体的に実施しま

す。 

（２） 生きがいづくりの推進  

 住民主体の活動の充実を促進するとともに、参加につ

なげる環境づくりを推進します。 

 高齢者の技能や経験、地域での活動や就労への意欲を、

地域の経済や支え合いの担い手につなぐための取組の

充実を図ります。 
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 複合的な課題に対応するため、庁内における分野横断的な連携とともに、関係機関・団体等

の連携体制の強化を図り、包括的な支援体制を整備します。 

 地域の課題解決に向けて地域ケア会議を推進するとともに、地域包括支援センターにおいて

属性や世代を問わない包括的な相談等を担うことが求められているため、障害分野や児童福

祉分野など他分野と連携を強化するとともに、対応するための体制を整備します。 

 在宅医療・介護連携の体制強化を進めるとともに、看取りや認知症の人への対応力強化、市

民の理解を促進するための取組を推進します。 

（２） 認知症施策の推進  

 認知症基本法に基づき、認知症の人を含めた市民一人ひとりがその個性と能力を十分に発

揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（＝共生社会）の

実現を推進します。 

 認知症サポーター＊の養成や地域で認知症に係るボランティア活動を行うオレンジボランティ

アの養成及び活動支援を行うとともに認知症に関する相談窓口である地域包括支援センタ

ー等の周知に努めます。（＊認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り支

援する） 

 認知症の人に対して、早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センタ

ー、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター等の連携

をさらに強化します。 

 家族等の介護者の負担を軽減するため、介護サービスや生活支援等を適切に利用できる体

制整備を行うとともに、認知症カフェ等を活用した取組を推進します。 

（３） 高齢者の権利擁護の推進  

 高齢者やその家族が必要な支援やサー

ビスを受けることができるよう、各種相

談事業の充実を図るとともに、成年後

見制度等の活用を促進します。 

 高齢者の尊厳が守られ、住み慣れた地

域で安心して暮らし続けることができ

るよう、見守り・支援体制の充実を図る

とともに、高齢者虐待を未然に防ぐ地 

域の環境づくりを推進します。 

 

 

計画の取組 

 

図 認知症に関して関心があること 

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 
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基本目標２．高齢者の生活を支える環境づくりの推進   

 基本目標３．介護予防・健康づくりの推進   

 

 

（１） 在宅生活の支援の充実  

 さらに多くの地区に第２層の協議体を設置するとともに、生活支援コーディネーターと地域包

括支援センター等の関係機関との連携強化、地域の支え合いの活動を行う団体の支援等によ

り、生活支援体制のさらなる充実を図ります。 

 ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯等に対する生活支援、緊急時の対応等の事業を

行うとともに、元気な高齢者の活動を支援する取組を実施します。 

 家族介護者の負担を軽減し、支えていくための取組、介護離職を防止するための取組を推進

します。 

（２） 生活環境の整備  

 地域で見守る体制づくりや防犯体制を整備します。 

 住宅施策と連携を図り、高齢者に配慮した住まいや施設の普及を図るとともに、生活環境の

充実や入所相談等の居住関係施策を総合的に推進します。 

 地域と連携した防災対策や見守り体制とともに、感染症に配慮して生活や健康状態を維持し

ていくために様々な事業において継続できる体制を整備します。 

 

 

 

（１） 自立支援、介護予防・重度化防止、健康づくりの推進  

 介護予防・生活支援サービス事業について、不足しているサービス提供の充実を図るととも

に効果的なサービス提供を推進します。 

 市の介護予防事業の充実や周知とともに、地域での住民主体の活動や市民一人ひとりの行

動を促すための支援の充実を図ります。 

 介護支援専門員、リハビリテーション専門職及び介護保険サービス事業所との連携を図り、リ

ハビリテーションが必要な高齢者に対して適切なサービスを提供します。 

 高齢者への健康づくりの支援を行うとともに、青年期、壮年期からの生活習慣の改善を重視

した健康づくりを推進します。 

 高齢者の健康管理を支援できるよう関係機関との体制整備を進め、疾病予防・重症化予防に

係る保健事業と運動、口腔、栄養等のフレイル対策を含む介護予防事業を一体的に実施しま

す。 

（２） 生きがいづくりの推進  

 住民主体の活動の充実を促進するとともに、参加につ

なげる環境づくりを推進します。 

 高齢者の技能や経験、地域での活動や就労への意欲を、

地域の経済や支え合いの担い手につなぐための取組の

充実を図ります。 
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基本目標４．介護保険サービスの提供体制の充実    

 

（１） 介護保険事業の円滑な運営  

 介護保険サービスの利用者を適切に認定し、ケアプラン点検などを通じて、事業者主体では

なく、利用者本位のケアプランの作成を促すとともに、給付実績データを活用して、事業者に

対し不適切な給付への指導等を行うことで、介護給付の適正化を推進します。 

 地域、関係機関・団体の協力の下、外国人材を含む介護人材の確保・定着に向けた取組、介護

という仕事の魅力発信の取組、介護現場の業務の効率化及び介護サービスの質の向上その

他生産性の向上を図る取組を推進します。 

 感染症対策を行うための取組を進めるとともに、平時から高齢者施設等と連携し、感染症発

生時に備えた準備の促進、代替サービスの確保に向けた体制の構築に努めます。 

（２） 介護保険サービスの質的向上  

 介護保険サービス事業者がより質の高いサービスを提供できるよう、適正な指定、事業者へ

の指導・監査の強化を図ります。 

 介護支援専門員への研修やケアプラン点検、自立支援に資する地域ケア会議の開催等により

ケアマネジメントの質の向上を図ります。 

 介護保険制度やサービス提供事業者、サービス内容に関する情報提供等を適切に行い、介護

保険サービスの相談・苦情等に対応する相談体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 住まいの地域を「高齢になっても自宅での生活を安心して継続できる」と評価している 

図 介護が必要になった場合の暮らし方の希望（上位５位） 

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 
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（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 
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１．介護保険事業の展開   

 

 

 

 

（１） 基本的な視点  

 これまで、団塊の世代すべてが75歳以上となる令和７年（2025年）を見据え、地域包括ケア

システムを推進してきましたが、さらにその先の団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22

年（2040年）を展望すると、総人口及び現役世代人口が減少する一方で、介護ニーズの高い

85歳以上人口が増加することが見込まれます。 

 第９期介護保険事業計画では、引き続き住み慣れた地域での生活を継続するために、必要な

サービスの提供体制を確保するとともに、各地域の状況に応じた介護基盤の充実に努めます。 

（２） 基盤整備の目標  

 認知症高齢者への対応、在宅での医療・介護ニーズの需要増大を勘案し、認知症高齢者グル

ープホームや地域密着型サービスの整備を図ることとします。 

・ 令和７年度（2025年度）に、認知症高齢者グループホームを２か所、看護小規模多機能型

居宅介護事業所を１か所、地域密着型介護老人福祉施設を１か所整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９期介護保険事業の推進 

 

 保険から支払われる標準給付費については、その半

分を国、山口県及び本市が公費で負担し、残りの半分

を第１号被保険者保険料（65歳以上）と第２号被保険

者保険料（40歳以上65歳未満）で負担します。 

 第９期介護保険料の設定に当たっては、国の基本的

な考え方に基づいて算定し、保険料の上昇抑制のた

めの介護給付費準備基金の活用や被保険者の負担能

力に応じたきめ細かな保険料段階設定を行います。 

２．第１号被保険者の保険料設定の基本的な考え方   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 在宅での生活が困難な理由（上位５位） 
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基本目標４．介護保険サービスの提供体制の充実    

 

（１） 介護保険事業の円滑な運営  
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対し不適切な給付への指導等を行うことで、介護給付の適正化を推進します。 

 地域、関係機関・団体の協力の下、外国人材を含む介護人材の確保・定着に向けた取組、介護

という仕事の魅力発信の取組、介護現場の業務の効率化及び介護サービスの質の向上その

他生産性の向上を図る取組を推進します。 

 感染症対策を行うための取組を進めるとともに、平時から高齢者施設等と連携し、感染症発

生時に備えた準備の促進、代替サービスの確保に向けた体制の構築に努めます。 

（２） 介護保険サービスの質的向上  

 介護保険サービス事業者がより質の高いサービスを提供できるよう、適正な指定、事業者へ

の指導・監査の強化を図ります。 

 介護支援専門員への研修やケアプラン点検、自立支援に資する地域ケア会議の開催等により

ケアマネジメントの質の向上を図ります。 

 介護保険制度やサービス提供事業者、サービス内容に関する情報提供等を適切に行い、介護

保険サービスの相談・苦情等に対応する相談体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 住まいの地域を「高齢になっても自宅での生活を安心して継続できる」と評価している 

図 介護が必要になった場合の暮らし方の希望（上位５位） 

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 
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１．介護保険事業の展開   

 

 

 

 

（１） 基本的な視点  

 これまで、団塊の世代すべてが75歳以上となる令和７年（2025年）を見据え、地域包括ケア

システムを推進してきましたが、さらにその先の団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22

年（2040年）を展望すると、総人口及び現役世代人口が減少する一方で、介護ニーズの高い

85歳以上人口が増加することが見込まれます。 

 第９期介護保険事業計画では、引き続き住み慣れた地域での生活を継続するために、必要な

サービスの提供体制を確保するとともに、各地域の状況に応じた介護基盤の充実に努めます。 

（２） 基盤整備の目標  

 認知症高齢者への対応、在宅での医療・介護ニーズの需要増大を勘案し、認知症高齢者グル

ープホームや地域密着型サービスの整備を図ることとします。 

・ 令和７年度（2025年度）に、認知症高齢者グループホームを２か所、看護小規模多機能型

居宅介護事業所を１か所、地域密着型介護老人福祉施設を１か所整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９期介護保険事業の推進 

 

 保険から支払われる標準給付費については、その半

分を国、山口県及び本市が公費で負担し、残りの半分

を第１号被保険者保険料（65歳以上）と第２号被保険

者保険料（40歳以上65歳未満）で負担します。 

 第９期介護保険料の設定に当たっては、国の基本的

な考え方に基づいて算定し、保険料の上昇抑制のた

めの介護給付費準備基金の活用や被保険者の負担能

力に応じたきめ細かな保険料段階設定を行います。 

２．第１号被保険者の保険料設定の基本的な考え方   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 在宅での生活が困難な理由（上位５位） 
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認知症状への対応

入浴・洗身

夜間の排泄

日中の排泄

外出の付き添い、送迎等

食事の準備（調理等）

屋内の移乗・移動

n=458

（在宅介護実態調査） 

図 介護給付費（居宅給付）の 

財源構成 
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所得段階 区分（対象者） 保険料率 月額保険料 年額保険料 

第1段階 

・生活保護の受給者 

・老齢福祉年金（※1）受給者で世帯全員が市民税非課税の方 

・世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入金額」と

「合計所得金額（※2）から年金収入に係る雑所得を引いた

金額」の合計が80万円以下の方 

基準額 
×0.285 
（※3） 

1,567.5円 18,810円 

第2段階 

世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入金額」と

「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の

合計が80万円を超え、120万円以下の方 

基準額 
×0.385
（※3） 

2,117.5円 25,410円 

第3段階 

世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入金額」と

「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の

合計が120万円を超える方 

基準額 
×0.685 
（※3） 

3,767.5円 45,210円 

第4段階 

世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年

の「課税年金収入金額」と「合計所得金額から年金収入に係る

雑所得を引いた金額」の合計が80万円以下の方 

基準額 
×0.9 

4,950円 59,400円 

第5段階 
（基準額） 

世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年

の「課税年金収入金額」と「合計所得金額から年金収入に係る

雑所得を引いた金額」の合計が80万円を超える方 

基準額 
×1.0 

5,500円 66,000円 

第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 
基準額 
×1.2 

6,600円 79,200円 

第7段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上 

210万円未満の方 

基準額 
×1.3 

7,150円 85,800円 

第8段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上 

320万円未満の方 

基準額 
×1.5 

8,250円 99,000円 

第9段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上 

420万円未満の方 

基準額 
×1.7 

9,350円 112,200円 

第10段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上 

520万円未満の方 

基準額 
×1.8 

9,900円 118,800円 

第11段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上 

620万円未満の方 

基準額 
×1.9 

10,450円 125,400円 

第12段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上 

720万円未満の方 

基準額 
×2.0 

11,000円 132,000円 

第13段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 

820万円未満の方 

基準額 
×2.1 

11,550円 138,600円 

第14段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上 

920万円未満の方 

基準額 
×2.2 

12,100円 145,200円 

第15段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が920万円以上

1,020万円未満の方 

基準額 
×2.3 

12,650円 151,800円 

第16段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,020万円以上 

の方 

基準額 
×2.4 

13,200円 158,400円 

（※1） 老齢福祉年金…明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない

人に支給される年金 

（※2） 合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除した金額で、所

得控除（扶養控除や医療費控除など）や特別控除（土地建物を売却したときの譲渡所得で受けられる控除等）、損失の繰越

控除をする前の金額。ただし、保険料の算定においては、譲渡所得に係る特別控除は、合計所得金額から控除されます。 

（※3） 公費負担による低所得者の保険料軽減が実施された保険料率 
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